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平成２８年度 第８回人事委員会 会議結果 

 

 

１ 開催日時 

 

   平成２８年８月１８日（木）午前１０時～１１時 

 

 

２ 開催場所 

 

   人事委員会委員室（県庁第２庁舎７階） 

 

 

３ 出席者 

 

【人事委員】  委  員  中 原   都 

         委  員  上 田 博 久 

【事務局職員】 事務局長  三王寺 由 道  次長兼任用課長  今 岡 誠 一 

         給与課長  吉 野 一 朗  係        長  富 山 哲 明   

         係  長  湯ノ口   修  係     長  古 川 真 史 

【傍聴者】   なし 

 

 

４ 議 題 

 

議案第１号 平成２８年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用候

補者名簿の確定について 

  議案第２号 平成２８年度鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の採用候補者の決定に

ついて 

  議案第３号 選考により採用することができる職に係る承認について（弁護士）  

  報告第１号 平成２８年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の採用候補者の決定に

ついて  

  報告第２号 国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について 

 

 

５ 会議の二人開催及び議事の公開・非公開 

 

  地方公務員法第 11 条第２項の規定に基づき、会議を開かなければ公務の運営に著しい支障が生

ずると認められるため、二人の委員により会議を開くこととした。  

また、議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第１号、第２

号及び報告第１号は非公開、議案第３号及び報告第２号は公開とすることについて全員の合意を

得た。 
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６ 議 事 

 

◇議案第１号及び第２号 

平成２８年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の採用候補者の決定及び採用候補者名簿の確定

及び平成２８年度鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の採用候補者の決定について事務局

が一括して説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇議案第３号 

選考により採用することができる職に係る承認（弁護士）について、事務局が説明し、原案のとお

り決定した。 

 

【説 明】 

  職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県知事から以

下のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認しようとするもの。 

 

１ 申請のあった職 

  弁護士 

 

２ 採用予定者数 

  １名程度 

 

３ 採用予定日 

平成２９年４月１日 

 

４ 申請理由 

  多様かつ複雑な行政課題への対応が問われる県政においては、地域の実情に応じた法律的判 

 断が求められ、県の法務能力を問われる機会がますます拡大していく傾向にあり、迅速かつ的 

 確な相談体制の確立、職員の法令解釈等の能力向上を図る必要がある。 

  この対応には、法律分野における高度の専門的な知識経験が必要であり、当該知識経験を有 

 する弁護士を採用する必要がある。 

 

５ 選定方法 

  知事部局において選考試験を実施。 

（１）試験内容 

   ・書面審査 経歴調書に基づき、職務遂行に必要な経歴、専門性等について審査 

   ・人物試験 個別面接による専門知識・人物についての口述試験 

 

（２）受験資格 

     弁護士として訴訟活動に関する実務経験を２年以上有していること又は平成２９年３月３１日

までに当該実務経験が２年以上となる見込みの人 

       ※年齢要件 ５９才以下（平成２９年４月１日時点） 

 

６ 人事委員会の判断 

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する

もの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。 
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【質 疑】 

委 員 

  現在、在職者はあるのか。 

事務局 

  年度末に退職されてからは、在職者はいない。 

委 員 

  ２７年度に辞められた方というのは理由が色々あると思うが、今回と同じ試験を受けられた方だな。 

事務局 

  そうである。前回は、３人応募があって１人採用された形だった。 

弁護士は、現在、供給過剰気味というのがあり、このような公務にも採用されることがある。先日

の新聞報道でもあったが、平均年収が下がってきているようだ。 

昔は、なかなか応募がなかったが、これからは出てくるのではないかと思っている。募集要項には、

年収 400 万くらいとは書いている。 

委 員 

  実務経験２年の方はこのくらいの年収なのか。 

事務局 

  経験、役職にもよるだろう。なお、係長級、補佐級等の役職は人を見ながら決めるのだと思う。 

事務局 

  ちなみに、辞められた方は課長補佐級だった。 

 

◇報告第１号 

  平成２８年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ（１回目））の採用候補者の決定について、事

務局が説明した。 

 

◇報告第２号 

  国家公務員の給与等に関する人事院勧告等の概要について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 

［勧告日  平成２８年８月８日（月）］ 

給 与 勧 告 の 骨 子 
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７ 次回人事委員会の開催 

 

  平成２８年９月２日（金）午前１０時から開催することとした。 

 


